
豊中市 福祉部 福祉指導監査課 障害事業者係

令和８年度
豊中市指定障害福祉サービス
事業者等集団指導
【日中活動系】
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※ 本動画はVOICEVOX Nemoを使用しています
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1. 根拠法令等

2. 行政処分の事例紹介

3. 運営指導における主な指導項目

4. 日中活動系サービスにおける留意点



１. 根拠法令等
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名称種類

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年11月7日法律第123号）法律

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年1月25日政令第10号）政令

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年2月28日厚労省令第19号）
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、
設備及び運営に関する基準（平成18年9月29日厚労省令第171号）

※豊中市では条例設置「豊中市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条
例」（平成24年12月21日条例第60号）

省令

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当
障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年9月29日厚労省告示第523号）告示

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、
設備及び運営に関する基準について（平成18年12月6日障発第1206001号）
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当
障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年10
月31日障発第1031001号）

通知

※根拠法令だけでなく、関係法令（労働基準法等）も遵守する必要があります。
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根拠法令等（障害福祉サービスにかかる主なもの）



名称

・食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針
（平成18年9月29日厚労省告示第545号）

・障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて
（平成18年12月6日障発第1206002号）
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関係通知等（日中活動系にかかる主なもの）



２．行政処分の事例紹介
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行政処分の理由サービス
種別等

所在地
市町村処分日

人格尊重義務基準違反
（障害者総合支援法第５０条第１項第３号）

・利用者に対するサービスの提供にあたり、職員により実施した
入浴介助において、熱傷を負わせた。

不正請求
（障害者総合支援法第５０条第１項第６号）

・平成31年４月から令和６年３月までの期間において、生活介護
計画が作成されていないにもかかわらず所定単位数をそれぞれ
の割合に減じることなく介護給付費を不正に請求し、これを受
領した。

生活介護茨木市令和6年
11月19日

（指定取消）
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不正な手段による指定
（障害者総合支援法第５０条第１項第９号）

・法人代表者は、常勤の従業者を配置しないにも関わらず、指定
時からこれを配置するものとして虚偽の申請を行い、不正の手
段により指定を受けた。

生活介護羽曳野市令和8年
3月24日

(指定取消)

大阪府内 日中活動系の行政処分事例（生活介護）



行政処分の理由サービス
種別等

所在地
市町村処分日

人格尊重義務違反

（障害者総合支援法第５０条第１項第３号）

・令和6年4月29日、短期入所事業所内において、生活支援員が利用者の

両腕をつかみ押し倒して頭部を負傷させるという虐待が行われた。

短期入所大阪市令和6年
12月26日
(一部効力停止
３か月)
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人格尊重義務違反

（障害者総合支援法第５０条第１項第３号）

・元従業員１名による利用児２名に対する重度の性的虐待を確認した。

短期入所大阪市令和8年
2月27日
(全部効力停止
６か月)

大阪府内 日中活動系の行政処分事例（短期入所）



不正請求
（障害者総合支援法第５０条第１項第５号）

・令和４年１月から令和４年８月までサービス管理責任者の実務経験要件を
満たしていない従業者をサービス管理責任者として配置し、指定基準に定め
る人員基準を満たしていない期間があるにもかかわらず、サービス管理責任
者欠如減算を行わず報酬請求を行っていたため。（約763万円、3,096件）

生活介護

共同生活援助

兵庫県
神戸市

令和5年
7月29日
(指定取消)
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不正又は著しく不当な行為
（障害者総合支援法第５０条第１項第１１号）

・利用者にサービスを提供した際、サービス提供実績記録票に本人の確認を
受けなければならないが、管理者はその確認を受けることなく利用者の印鑑
を無断で使用し、当該記録票に押印していた。

不正請求
（障害者総合支援法第５０条第１項第５号）

・利用者にサービスを提供した際、所定の介護給付費を市町村に請求できる
が、サービスの提供のない日に利用したように支援記録及びサービス提供実
績記録票を作成し、市町村に請求していた。

運営基準違反
（障害者総合支援法第５０条第１項第５号）

・市町村から事業者がサービス提供に係る介護給付費の支給を受けた際、事
業者は利用者に対し当該支給額を通知しなければならないが、これを通知し
ていなかった。

生活介護北海道
北見市

令和6年
7月18日
(指定取消)

大阪府外 日中活動系の行政処分事例（生活介護➀）
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人格尊重義務違反
（障害者総合支援法第５０条第１項第３号）

・男性の法人役員兼生活支援員が、特定の女性利用者の背中側から洋服の中
に手を入れ、肌に触れるなどの虐待行為を行った。

不正請求
（障害者総合支援法第５０条第１項第６号）

・利用者１９名について、支援を行ったように装い、介護給付費（概算額約
５３０万円）を不正に請求し受領した。

虚偽の答弁
（障害者総合支援法第５０条第１項第８号）

・法人役員兼管理者が、虐待事案を把握していたにもかかわらず、把握して
いない旨の答弁を行った。また、不正請求事案に関与しているにもかかわら
ず、当初、関与を否定していた。

生活介護神奈川県
相模原市

令和7年
5月22日
(指定取消)

不正の手段による指定
（障害者総合支援法第５０条第１項第９号）

・配置予定とした看護師について、勤務させる見込みがないにも関わらず、
実際に勤務させるかのように指定申請書に虚偽の記載をして本市に指定申請
を行い、これをもって人員配置基準支援を満たさないまま不正に指定を受け

た。
虚偽報告
（障害者総合支援法第５０条第１項第７号）

・法第４８条第１項の規定に基づき実施した監査において、当該看護師が
署名したかのごとく偽造した雇用契約書を提出した。

生活介護富山県
富山市

令和8年
4月24日
(指定取消)

大阪府外 日中活動系の行政処分事例（生活介護②）
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指定取消しの理由サービス
種別等

所在地
自治体処分日

（１）人員基準違反（障害者総合支援法第５０条第１項第４号該当）
・指定当初の令和３年11月１日から少なくとも令和５年８月31日までの間、常勤専従の管理者が配置されてい
なかった。
・指定当初の令和３年11月１日から令和５年８月31日までの間、常勤のサービス管理責任者が配置されていな
かった。
（２）運営基準違反（障害者総合支援法第５０条第１項第５号該当）
・指定当初の令和３年11月１日から令和５年８月31日までの間、サービス管理責任者が個別支援計画を作成し
ていなかった。
（３）不正請求（障害者総合支援法第５０条第１項第６号該当）
・指定当初の令和３年11月１日から令和５年８月31日までの間、常勤のサービス管理責任者が配置されていな
いにも関わらず、令和４年１月から令和５年８月までの間、サービス管理責任者欠如減算を算定することなく、
不正に報酬を請求した。
・指定当初の令和３年11月１日から令和５年８月31日までの間、サービス管理責任者が基準省令に基づいて適
切に個別支援計画を作成していないにも関わらず、個別支援計画未作成減算を算定することなく、不正に報酬を
請求した。
・令和３年11月から令和５年８月までの間、要件を満たさないにも関わらず、欠席時対応加算を算定し、不正に
報酬を請求した。
・令和５年５月から少なくとも令和５年８月までの間、短時間利用減算に該当するにも関わらず、当該減算を算
定していなかった。【生活介護】

生活介護

就労継続
支援Ｂ型

(★多機能
型事業所)

奈良市令和８年
３月１２日
(指定取消)

大阪府外 日中活動系の行政処分事例（生活介護③ー１ ）
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指定取消しの理由サービス
種別等

所在地
自治体処分日

（４）虚偽報告（障害者総合支援法第５０条第１項第７号該当）
・令和５年９月に実施した監査において、職員の勤務状況がわかる書類の提出を求めたところ、事実と異なる出
勤簿（令和５年４月から同年８月まで）を提出し、虚偽の報告を行った。
・令和５年９月に実施した監査において、利用者の個別支援計画の提出を求めたところ、前頁（２）のとおり、
令和３年11月１日から令和５年８月31日までの間に作成したとされる一部の個別支援計画について、当該期間
におけるサービス管理責任者として届出されていた者とは別の者が個別支援計画を作成していたにも関わらず、
サービス管理責任者として届出されていた者が作成したものとして作成者を偽装した上で本市に提出し、虚偽の
報告を行った。
・令和５年９月に実施した監査において、利用者の個別支援計画の提出を求めたところ、少なくとも利用者１名
の個別支援計画について、同意日を偽った書類を提出し、虚偽の報告を行った。
・令和５年９月に実施した監査において、利用者の重要事項説明書及び利用契約書の提出を求めたところ、一部
の利用者の重要事項説明書における同意日や利用契約書における契約日又は同意日の日付を、実際の日付より以
前の日付に改ざんして提出し、虚偽の報告を行った。
（５）不正の手段による指定（障害者総合支援法第５０条第１項第９号該当）
・前頁（２）のとおり、令和３年９月に提出された指定申請において届出していた管理者は、指定当初の令和３
年11月以降管理者として当該事業所に勤務しておらず、また、新規指定申請の補正や変更届の提出により管理者
を変更する機会があったにも関わらずこれを行わなかったものであり、本市に指定申請時に届け出た管理者を当
該事業所に配置するものと誤認させて指定を受けた。
・前頁（２）のとおり、令和３年９月に提出された指定申請において届出していたサービス管理責任者が、指定
当初の令和３年11月以降にサービス管理責任者として当該事業所に勤務しておらず、また、新規指定申請の補正
や変更届の提出によりサービス管理責任者を変更する機会があったにも関わらずこれを行わなかったものであり、
本市に指定申請時に届け出たサービス管理責任者を当該事業所に配置するものと誤認させて指定を受けた。

大阪府外 日中活動系の行政処分事例（生活介護③ー２ ）
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運営基準違反（障害者総合支援法第５０条第１項第４号）
・勤務形態一覧表、出勤簿、給与台帳等、従業者の勤務実績が確認できるも
のが適切に作成されておらず、又、従業者の勤務の体制が定まっていない。
・共同生活援助計画が適切に作成されていない等、サービス管理責任者の責
務が十分に果たされていない。【共同生活援助のみ】

業務改善命令違反（障害者総合支援法第５０条第１項第９号）
・令和５年10月20日、法に基づく指定障害福祉サービス事業の人員、設備及
び運営に関する基準の遵守について命令を行ったが、この命令に違反した。
提出された命令事項改善報告書では、従業者の勤務実態が確認できる書類等
が整っておらず、運営等に関する基準が満たされていなかった。

共同生活援助

短期入所

一宮市令和６年
４月９日
(指定取消)

人格尊重義務違反（障害者総合支援法第５０条第１項第３号、同条第３項）
・当該施設は、令和２年度に職員による身体的虐待事案が発生し、県は改善勧
告を行い、施設側は虐待の再発防止に努めたとしているが、その後も虐待事案
が発生し、令和６年３月３０日、職員による虐待が疑われると関係機関に通報
があったことを端緒に、県は監査を行い、身体的虐待を確認した。
・これら令和２年度の改善勧告後の虐待事案は５件にのぼり、県は人格尊重義
務違反（障害者虐待）と判断した。

著しく不当な行為（障害者総合支援法第５０条第１項第１１号、同条第３項）
・令和２年度、虐待事案の発生により、県は監査を実施し、改善勧告を行い、
法人は、改善報告を県に提出し、虐待防止に取り組んできたとしているが、上
記のとおり、複数の虐待事案が発生しており、改善が進んでいるとはいいがた
い。このことについて、県は、法人として組織や業務実施体制を整えることが
できなかったものである、著しく不当な行為と判断した。

施設入所支援

生活介護

短期入所

厚木市令和6年
12月17日
(指定の効力
の一部停止)
…新規受入

停止６か月

大阪府外 日中活動系の行政処分事例（短期入所➀）



人格尊重義務違反（障害者総合支援法第５０条第１項第１号、第３号）
・令和６年７月23日、施設において、支援員（当時）が利用者１名の顔面を
殴り、また、別の利用者１名を蹴る身体的虐待を行った。この事実は、障害
者福祉施設従事者等による障害者虐待（身体的虐待）に該当するとともに、
障害者に対する人格尊重義務違反に当たる。

施設入所支援

生活介護

短期入所

札幌市令和6年
12月10日
(指定の効力
の一部停止) 
…新規受入

停止３か月
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人格尊重義務違反（障害者総合支援法第５０条第１項第３号）
・支援員が利用者を車椅子から引きずり下ろし、虐待行為を行った。
・２名の支援員が失禁した利用者に対して暴言を吐くなどの虐待行為を行った。
これらの事案を含む、支援者７名による利用者15名に対する虐待が確認された。

関係法令違反（障害者総合支援法第５０条第１項第１０号）
生活支援員による利用者に対する虐待は、障害者虐待の防止、障害者の養護者

に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）第３条に反し、虐待行為を目
撃した職員がいたにも関わらず、速やかに関係市町への通報をしなかったことは
同法第16条に反する。

施設入所支援

生活介護

短期入所

和歌山
市

令和７年
3月28日
(指定の効力
の一部停止)
…新規受入

停止６か月

人格尊重義務違反（障害者総合支援法第５０条第１項第３号）
・令和４年９月11日に、当該施設の従業員１名が入所者１名にやけどを負わせ
たことによる身体的虐待が発生した。
・また、当該施設の他の従業員がやけどを認識しながら、やけどを負った入所
者に対して適切な医療に繋げなかったことによる放棄・放置があった。

関係法令違反（障害者総合支援法第５０条第１項第１０号）
・令和４年９月11日に発生した事案について、施設は、従業者による虐待を認
識しながらも、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法
律第１６条第１項に義務付けられている市町村への通報を行わなかった。

施設入所支援

生活介護

短期入所

福島県
西郷村

令和7年
３月25日
(指定の効力
の一部停止) 
…新規受入

停止６か月

大阪府外 日中活動系の行政処分事例（短期入所②）
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設備・運営基準違反（障害者総合支援法第５０条第１項第５号）
（１）共同生活援助事業所の住居及び短期入所事業所の居室及び設備（以下「共

同生活住居等」という。」のある建物について、当該建物の貸主との賃貸借
契約の解除により利用できないことから、熊本県指定障害福祉サービスの事
業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（以下「基準条例」とい
う。）第201条の6に規定する共同生活住居及び基準条例第102条に規定する
居室及び設備として認められない。

（２）（１）について、県が令和7年9月16日付けで行った、基準を遵守した共同
生活住居等を確保し、（１）の基準条例違反を改善するよう求める勧告に対
して、事業者は、指定した期限までに、基準を遵守した具体的な共同生活住
居等を確保する等の改善に係る措置をとらなかった。

（３）（１）について、県が令和7年11月7日付けに行った監査日時点において、
令和7年4月分から11月分までの当該建物の家賃を滞納しており、当該建物の
貸主との和解の交渉も進展しておらず、事業者が当該建物を継続して利用で
きる見込みはないほか、事業を継続するための別の建物等を利用する見込み
もない。

共同生活援助

短期入所

熊本県
合志市

令和8年
1月19日
(指定取消)

不正請求（障害者総合支援法第５０条第１項第６号）
・令和６年１月から令和７年１月にかけて、実際にはサービスを提供してい
ないにも関わらず、介護給付費（延べ22回分）を市へ不正に請求し、受領
した。

短期入所岡山県
倉敷市

令和8年
１月30日
(指定の効力
の全部停止) 
…３か月

大阪府外 日中活動系の行政処分事例（短期入所③）



３．運営指導における主な指導項目
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運営指導における主な指導項目です。
項目によっては全サービスに該当しないものもありますが、
提供するサービスの基準をよく理解し、適切な事業所運営を行ってください。
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 サービス管理責任者や職員の資格証、実務経験証明書、研修修了証の写しが保管されてお

らず、事業所が資格等を確認していることが確認できないケースがあった。

 サービス管理責任者について、更新研修を受講していなかったことで、資格の失効が判明

したケースがあった。

 非常勤職員の有給休暇や退職などにより、ある月において事業所に置くべき従業員の員数を

満たしていることが確認できないケースがあった。。

 各サービスで定められている必要な人員数を満たしていないケースがあった。

人員基準

資格や実務経験を証明する書類の控えを事業所に保存しておくこと。

人員配置基準を満たすこと。
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 運営規程に定められている項目以外の費用や、運営規程に定められている金額と異

なる金額を利用者から徴収しているケースがあった。

利用者負担額の受領について請求できない費用を請求しないこと。

【利用者負担額の受領】

運営基準
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食事の提供等の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、
支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明

を行い、支給決定障害者等の同意を得ること。

食費等を利用者から徴収する場合には、運営規程に位置付けたうえ
で、利用者又はその家族に対し、文書により事前に説明を行い、同
意を得る必要があります。

請求書・領収書等の控えも必ず事業所で保管してください。

【利用者負担額の受領（食費等）】

徴収した費用と実費との差額が生じた場合には、精算するなど、
適正に取り扱うこと。

徴収する費用の積算根拠を整備しておくこと。

○参考
「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」
（平成18年9月29日厚生労働省告示第545号 ＊令和3年3月23日改正）
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個別支援計画を必要な手順どおりに作成すること。

個別支援計画の説明日・交付日が明記されていないケースがあった。
作成者がサービス管理責任者であることが確認できないケースがあっ

た。
アセスメントやモニタリングにあたっての面接記録が無いケースが

あった。
個別支援計画を変更する際にモニタリングを実施していることがわか

らないケースがあった。
個別支援計画を利用者及び相談支援事業者に交付していないケース、

また、交付しているが、記録されていないケースがあった。

【個別支援計画】



① アセスメントにかかる面接の実施
及び面接記録の作成

② アセスメントの実施、記録の作成

③ 個別支援計画原案の作成

④ 個別支援会議の実施
及び会議録の作成

⑤ 個別支援計画の作成

⑥ 利用者へ説明し、同意を得て、交付し
説明日等を記録

⑦ 相談支援事業所へ交付し、
交付日等を記録

⑧ モニタリングにかかる面接の実施
及び面接記録の作成

⑨ モニタリングの実施、記録の作成

計画作成の流れ
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計画作成の詳細な流れ①

全資料共通の遵守事項

作成日・作成者を必ず明記すること。

サービス管理責任者が実施又は関与していることが記録から確
認できるようにすること。
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計画作成の詳細な流れ②

アセスメントの目的

本人の有する能力、置かれている環境、日常生活全般の状況等を評価
して、本人の希望する生活と課題等を把握するものです。

本人・家族作成の資料だけでなく、サービス管理責任者が本人に直接
面接を行い、アセスメントを実施・記録してください。

作成が必要な書類

1. アセスメントにかかる面接を実施したことがわかる記録
（必須事項：面接日、面接時間（〇時～〇時まで）・場所・

参加者・詳細な面接内容）

2. アセスメント実施記録（例：アセスメントシート、利用者調査票など）
（サービス管理責任者が確認・作成したもの（本人・家族が作成したものは×））
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計画作成の詳細な流れ③

個別支援計画の作成プロセス（1） 「個別支援計画作成まで」

個別支援計画原案の作成及び個別支援会議の開催
アセスメント結果に基づいて作成する個別支援計画の原案について、

サービス提供に当たる担当者から意見を求めるとともに、利用者等の意向
を改めて確認するものです。
個別支援計画の作成

個別支援会議での意見等をふまえ、必要に応じて原案に修正を加え、個
別支援計画を作成します。

作成が必要な書類

個別支援会議録
（会議日、会議時間（〇時～〇時まで）、場所、参加者、
会議内容（原案に対する意見及び原案の修正の有無等）を記録し
てください。）
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計画作成の詳細な流れ④

個別支援計画の作成プロセス（2） 「利用者への説明・同意・交付と相談支援事業所への交付」

利用者に計画の内容を説明し、同意を得て交付した上で、そのことを
計画書で確認できるよう、「説明日・同意日・交付日」を記載する

利用者本人に確認したことが分かるよう、署名又は記名押印
をいただく。（「説明を受け、同意し、交付を受けました。」など

の文言の横に年月日を記載し、署名又は記名押印も可）。

相談支援事業所への交付

 利用者に交付した計画を相談支援事業所にも速やかに交付し、交付
したことが分かる記録を作成し、保管する。

記録に必要な項目：
「計画の対象者・交付年月日・交付方法（手交・郵送など）」

利用者への説明・同意・交付
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計画作成の詳細な流れ⑤

モニタリングの実施

サービス管理責任者が、個別支援計画の実施状況を把握し、計
画を見直すべきかどうかを検討するものです。

モニタリングに当たってはサービス管理責任者による利用者の
面接が必要です。

サービスごとの基準に規定された間隔で実施し、面接及びモニ
タリングの結果を記録してください。

作成が必要な書類

1. モニタリング面接記録
（必須事項：面接日・面接時間（〇時～〇時まで）・場所・

参加者・詳細な面接内容）
2. モニタリング記録（モニタリングシート）
（必須事項：作成日・作成者・モニタリング内容）
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計画作成の詳細な流れ⑥

【重要】アセスメントとモニタリング

アセスメントは「本人の希望する生活と課題等の把握」
モニタリングは「個別支援計画の実施状況の把握と検討」

⇒基準で定められた間隔で実施しなければならないモニタリン
グの記録には、「個別支援計画の実施状況の把握と検討」を行っ
た内容が必要です。

同時実施の際の注意点：
・運営指導時にモニタリングの内容が不明確であったことで、基
準を満たしているか確認できず、改善を求めるケースが発生して
います。
⇒モニタリングと再アセスメントを同時に行う場合、記録上で
「どの内容がアセスメント（課題分析）で、どの内容がモニタリ
ング（評価）か」が分かるよう、明確に書き分けてください。
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【サービスの提供の記録】

①サービスの提供の記録（日々の実施記録）

②サービス提供実績記録票

必要な記録（2点）

• ①②いずれも、利用日数分の記録が必要。

• ①②いずれも、利用日数分の、各利用日に対する利用者確認が必要。

指導事例：①の利用者確認を全く得ていない（書類上で確認を得ていることがわからない）

②の利用者確認を利用日数分得ていない（月23日利用に対して押印一つのみ）等

※「記録がない」又は「利用者確認を得ていない」場合は、過誤調整が必要となる場合があります。

• 電子媒体（システム等）を利用して記録する場合も、利用者確認が必要。

→電子媒体の活用が進む中、特に①の利用者確認が漏れていることが多いため要注意。

※電子媒体を利用して記録し、利用者確認を得る場合は、事前に利用者等からの承諾が必要です。

注意点

利用日ごとのサービスの提供の記録を作成し、利用者確認を得ること。
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（参考）各種手続き・記録などの電子化に関するQ&A

○掲載場所（豊中市ホームページ）

「トップページ」→「健康・福祉・医療」→「障害者福祉」→「障害者福祉（事業者向け）」
→「市からのお知らせ」→「各種手続き・記録などの電子化に関するQ&A」

豊中市ホームページ
（障害福祉課のページ）に、
電子化を進めるに当たってのQ&A
が掲載されていますので、
ぜひ参考にしてください。



〈特に注意が必要な項目〉

※事業所で変更届が必要な変更を行ったにもかかわらず、届出されていないことが運営指導時に発覚し
たケースがありました。変更届が必要な変更を行った場合は、速やかに障害福祉課へ変更届を提出し、
重要事項説明書や契約書等と記載内容を一致させてください。 30

注意点項目
・実態に合った人数を記載すること

（基準配置や加算に必要な員数を満たしていれば、
「○人以上」の記載でも可）

◆職員の職種、員数

・曜日や時間を正しく記載すること
・⾧期休暇の期間を確認し、日付を明記すること

（例：×「お盆休み」⇒○「8/13～15」）

◆営業日及び営業時間等

・指定課への届け出と一致しているか確認すること◆サービスを提供する主たる対象者
・実態と合っているか確認すること

（現在実施していない、かつ今後も実施予定のない
サービス内容は削除）

◆サービスの内容

・実態に合った料金を記載すること
・重要事項説明書に記載している費用項目と一致させること

◆利用者から受領する費用の額等

【運営規程】

運営規程と重要事項説明書の内容を一致させること。



〈特に注意が必要な項目〉

※重要事項説明書には実態に合った内容を記載し、市に届け出ている運営規程や契約書等と記載内容を一致
させてください。

※必要項目については、豊中市または大阪府のモデル様式をご参照ください。
31

注意点項目

・最新の単位数で計算すること
（利用者負担額は1円未満切り捨て）

・その他費用欄に利用者の自己負担が必要な料金を記載すること

◆サービス料金と利用者負担額

・事業所の「緊急時の連絡先及び対応可能時間」を記載すること◆緊急時の対応方法

・市の窓口を正しく記載すること（次ページ参照）◆事故発生時の対応方法

・相談及び苦情に対応するための手順を記載すること
・市の窓口を正しく記載すること（次ページ参照）

◆苦情解決の体制及び手順

・項目として記載した上で、
「実施している」場合…実施日・評価機関名・結果の開示状況を明記
「実施していない」場合…実施していない旨を記載

◆第三者評価の実施状況

・記入漏れのないようにすること。◆サービス提供開始可能年月日/
重要事項説明の年月日

【重要事項説明書】

必要項目を記載し、内容を整備すること。
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【重要事項説明書】市・公的団体の窓口

所 在 地 ：豊中市中桜塚３丁目１番１号
電話 番号 ：０６－６８５８－２２２９
ﾌｧｯｸｽ番号：０６－６８５８－１１２２
受付 時間 ：月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）

午前９時～午後５時１５分

【市町村の窓口】
豊中市福祉部障害福祉課

◆事故報告の窓口

所 在 地 ：豊中市中桜塚３丁目１番１号
電話 番号 ：０６－６８５８－２２２９
ﾌｧｯｸｽ番号：０６－６８５８－１１２２
受付 時間 ：月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）

午前９時～午後５時１５分

【市町村の窓口】
豊中市福祉部障害福祉課

所 在 地 ：豊中市中桜塚３丁目１番１号
電話 番号 ：０６－６８５８－２８１５
ﾌｧｯｸｽ番号：０６－６８５４－４３４４
受付 時間 ：月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）

午前９時～午後５時１５分

【公的団体の窓口】
豊中市健康福祉サービス
苦情調整委員会

所 在 地 ：大阪市中央区中寺1丁目1番54号
大阪社会福祉指導センター１階

電話 番号 ：０６－６１９１－３１３０
ﾌｧｯｸｽ番号：０６－６１９１－５６６０
受付 時間 ：月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）

午前１０時～午後４時
（午後０時１５分～午後１時は除く）

【公的団体の窓口】
大阪府社会福祉協議会
運営適正化委員会
「福祉サービス苦情解決小委員会」

◆苦情・相談受付の窓口
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【勤務体制の確保等】

雇用契約書等を整備し、

従業者が当該事業所の管理者の指揮命令下にあることを明確にすること。

 雇用契約書等が作成されていない従業者がいたケースがあった。
 確認した契約書が、雇用期間が切れていたことで、現在の雇用関係が確認

できなかった。
 法人との契約であったことから、勤務地、勤務内容等が当該事業所に関す

るものか、明確に確認することができなかった。

ハラスメントに関する相談・苦情に対応する担当者及び相談窓口をあらかじめ定め、

従業者に周知していることを明確にすること。

 従業者に相談窓口を周知している掲示物や書類等が確認できないケースが
あった。
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【出勤状況が確認できる書類】

従業者ごとの出勤状況が確認できる書類を作成すること。
（内容不備の指摘多数）

• タイムカード

• 出勤簿

• その他勤怠管理システム等

出勤状況が確認できる書類の例

• 勤務日だけでなく、勤務時間も記載すること。

• 休暇・欠勤等について、取得日時がわかるようにしておくこと。

注意点

勤務予定（実績）一覧表との齟齬がたびたび見受けられます。

基本報酬や加算、減算の算定に影響するため、
従業者全員の出勤状況を正しく管理・把握すること
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【非常災害対策計画】

必要項目を盛り込み、内容を整備すること。

 事業所ごとに非常災害対策計画を策定し、従業者に周知・共有
してください。

計画に必要な項目

※次ページの9項目が書かれているか、必ず確認してください。

※WAM NETに策定例が掲載されていますので、ご参照ください。

※水防法の避難計画、自然災害発生時のBCPだけでは、次ページの9
項目を満たすことができないので、別に非常災害対策計画を作成する
か、足りない項目を追加してください。
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非常災害対策計画に必要な項目

①障害者支援施設等の立地条件（地形等）

②災害に関する情報の入手方法（「避難準備情報」等の情報の入手方法の確認等）

③災害時の連絡先及び通信手段の確認（自治体、家族、職員等）

④避難を開始する時期、判断基準（「避難準備情報発令」時等）

⑤避難場所（市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース等）

⑥避難経路（避難場所までのルート（複数）、所要時間等）

⑦避難方法（利用者ごとの避難方法（車いす、徒歩等）等）

⑧災害時の人員体制、指揮系統（災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数 等）

⑨関係機関との連携体制等

※これらの必要な項目を設定・記載した上で、
事業所ごとに具体的で実効性のある計画を作成してください。
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（参考）WAM NETにおける「非常災害対策計画（策定例）」の掲載場所

次のスライドの
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【重要】非常災害対策計画と自然災害発生時のBCPの違い

非常災害対策計画
焦点： 災害が発生した「その瞬間」の利用者及び従業者の安全確保。
主な内容：避難場所、避難経路の確認など、9項目が必須

自然災害発生時のBCP
焦点：利用者及び従業者の安全確保に加え、 災害発生時に
「いかに事業を中断させないか、可能な限り短い期間で再開させるか」。
主な内容：情報集約や災害対応体制の構築方法、災害発生前及び発生後の

対策準備、業務の優先順位の整理など

※目的と求められる内容が異なるため、国のガイドライン等に基づくBCPだ
けでは非常災害対策計画に必要な9項目を網羅できません。
BCPを非常災害対策計画としても位置付けている場合は、それぞれの内容を
満たせているか確認し、満たせていない場合は、別に非常災害対策計画を作
成するか、足りない項目をBCPに追加してください。
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 利用者からのみ同意書を得ており、同居の家族等からの同意が確認できない

ケースがあった。

個人情報保護について、役員を含むすべての職員の誓約書等を
確認できるようにすること

 一部またはすべての職員について、業務上知り得た利用者及びその家族の秘

密を在職中も退職後にも漏らすことが無いよう、誓約書を取るなど、必要な

措置を講じていることが確認できないケースがあった。

個人情報の使用同意書について、利用者および個人情報を

使用する可能性のある家族全員から同意を得ること

【秘密の保持等】



「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業
等の人員、設備及び運営に関する基準」（平成18年9月29日厚労省令第171号）

 事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの
事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該事業者を紹介することの
対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

 事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの
事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その
他の財産上の利益を収受してはならない。
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〇解釈通知（最終改正 令和7年3月31日付 こ支障第86号 障発0331第21号）
事業者は、障害者の意思決定を歪めるような金品授受による利用者誘因行為や就労斡旋行為を行って

はならない。
 指定事業者が、当該サービスの利用希望者を紹介した者（障害福祉サービス事業者以外の事業者）

に対し、その対償として、金品等の利益の供与を行うこと。
 利用者が友人を紹介した際に、紹介した利用者と紹介された友人に金品を授与すること

当該規定に違反するものと明確化

利益供与等の禁止
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 基準における「紹介」
事業者と利用者又はその家族を引き合わせること
• 事業者に利用者等の情報を伝え、利用者等への接触の機会を与えること。
• 利用者等に事業者の情報を伝え、利用者の申し出に応じて事業者と引き合わせること。

も含まれる。

 利益供与等
契約書上の名目等にかかわらず、実質的に、利用者等の紹介の対価として、財産上の利益が
提供されているかで判断されるものであり、様々な方法により行われる場合を含むもの。

＜基準違反と考えられる例＞
 事業者が、他の事業者に対し、自法人の事業所の情報について、ホームページ等への掲

載を依頼して掲載料を支払うこと ⇒ 基準に違反しない

 個々の利用者等の「紹介」の対償として支払っていると判断される場合 ⇒ 基準違反

利益供与等の禁止（解釈通知の改正内容のポイント）



 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、
豊中市及び当該利用者の家族等に連絡を行うことが必要です。

 本市への連絡にあたっては、「事故報告書」を速やかに作成し、
障害福祉課事業所係へ提出してください。
 報告書を作成することができない状況であっても、まず電話で

障害福祉課 （06-6858-2229）へ連絡してください。
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事故発生時の対応《事故報告書の提出》

速やかに対応できるよう、事故発生時の対応を

マニュアル化し、従業者に周知しておいてください。

【参考：事故報告書の様式】豊中市ホームページ

健康・福祉・医療＞障害者福祉＞障害者福祉（事業所向け）＞指定障害福祉サービス事業

＞サービス共通のお知らせ＞指定障害福祉サービス事業関連モデル様式集

「記録・報告書など」：事故や苦情に関することなど：事故報告書(Word)
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他サービスに比べて短期利用及び随時利用が多いため、利用者の状態を従業

者間で共有したうえで、利用者の特性に応じた支援を行うことが重要です。

服用量や服用間隔など、利用者の服薬管理を徹底し、誤薬等の事故がないよ

う、事業所における情報共有の体制を改めて整備してください。

万が一事故が発生した場合は適切に対処のうえ、速やかに障害福祉課へ事故

報告書を提出するとともに、事故の発生原因を明らかにし、今後の再発防止

策を講じてください。

短期入所における誤薬事故の報告が散見されます。
服薬管理を徹底してください。

事故の防止について（短期入所）

服薬の管理体制を、改めてご確認ください



○契約内容の報告について
・契約内容報告書
・契約内容臨時調整報告書*
様式は２種類あります。

〇臨時調整報告書
例）総支給量15日の利用者がA事業所10日、B事業所5日

で契約している場合、
ある月だけ、A事業所5日、B事業所10日

で利用希望があれば、契約を巻き直すまではせずに、
臨時調整報告書を障害福祉課事業所係あて提出いた
だければ調整できるものです。

実質的には総支給量の範囲内であれば
請求業務自体に支障はありませんが、
請求が通っていても、臨時調整報告書の提出は必須です。
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契約支給量臨時調整報告書

日月年

様豊 中 市 長

事業所番号

事業者及び
その事業所
の名称

―）（電話番号

代 表 者

○下記のとおり契約支給量を臨時調整しましたので報告します。

記

報告対象者

障害福祉サービス
受給者証番号

受給者氏名に係る
児童氏名

支給決定障害者
（保護者）氏名

契約している支給量の内容

契約日
（又は契約支給量を決定した日）

契約支給量サービス内容
受給者証の事業者
記入欄番号

日月年

支給量調整の内容

理由調整後の支給量対象年月

月分年

★調整先の事業者契約内容

名称事業者番号

調整後の支給量契約支給量

【契約内容を一時変更する場合の注意事項】

○掲載場所（豊中市ホームページ）

「トップページ」→「健康・福祉・医療」→「障害者福祉」→「障害者福祉（事業者向け）」
→「指定障害福祉サービス事業」→「サービス共通のお知らせ」「指定障害福祉サービス事業関連モデル様式集」
URL:https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/shougai/syogaifukushi_gyosha/shiteishougaihukushi/kyotsu_oshirase
/jigyouyousiki.html



 記録の作成が要件となっている加算について、記録を作成している
ことが確認できない、記録が作成されているが、記録に必要な項目
が不足しているケースがあった。

 入浴支援加算について、受給者証を確認しなかったことにより、対
象者でないにもかかわらず算定していたケースがあった。

 利用者の利用状況や従業員の配置が変わることで、算定区分や加算
算定の可否も変わることがあるため、算定要件を確認したうえで基
本報酬、加算を算定すること。
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報酬算定・請求にあたっては、基本報酬及び加算の算定要件、
減算の該当有無を確認すること

 「福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書」の内容を、対
象の従業者に周知していることが確認できないケースがあった。

報 酬 基 準

処遇改善加算について、従業者に処遇改善計画を周知すること



◎支援計画シート等について（重度障害者支援加算の算定に必要）

作成しなければならない『支援計画シート等』

①支援計画シート
②支援手順書兼記録用紙

これら２つの様式を作成してください。

⇒次ページより、作成にあたっての注意事項を記載しています。

必ずご確認ください。

※重度障害者支援加算の算定には、支援計画シート等の作成以外にも必要な要件（人員配置要件）

がありますので、加算の算定にあたっては必ず算定要件をご確認ください。
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参照：「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項について」
（平成26年３月31日障障発0331第８号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課⾧発出）
※集団指導参考資料として豊中市ホームページに掲載しています。



【支援計画シートの作成について】

・支援計画シートは個別支援計画とは
作成の目的や活用方法が異なるため、
原則としてそれぞれ作成が必要です。

・支援計画シートの作成は有資格者
（強度行動障害支援者養成研修（実践
研修）修了者等）である必要があるた
め、作成者を明記してください。

・加算の算定要件をいつから満たして
いたのかを明確にするため、支援計画
シートの作成日を明記してください。
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作成日：〇年〇月〇日

作成者､作成日
を明記してく
ださい。

〇参照
集団指導参考資料
「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項
について」
（平成26年３月31日障障発0331第８号厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課⾧発出）



【支援手順書兼記録用紙の作成について】
※この用紙の作成がなく、改善を求めることが多いです。

・「サービス手順」の内容は、支援計画シー
トの内容を反映し､支援計画シートを作成す
ることができる有資格者があらかじめ記入し
ておいてください。

・「チェック・様子」の内容は、実際にサー
ビスを提供した支援者（有資格者）がサービ
ス手順どおりに支援できたのかどうかなどを
記入し、サービスの提供の記録とは別に、
サービスの提供ごとに作成してください。

・支援内容や利用者の反応等は具体的に記録
に残し、定期的に再アセスメントを行ってく
ださい。
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〇参照
集団指導参考資料
「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項について」
（平成26年３月31日障障発0331第８号厚生労働省社会・援護局障害保健福
祉部障害福祉課⾧発出）



４．日中活動系サービスにおける留意点

49



 基本報酬については、個別支援計画に定めた標準的な支援時間に対応した区分で算定す
ることが基本です。

 医療的ケアが必要な者や盲ろう者など、障害特性等により利用時間が短時間にならざる
を得ない者への配慮として、個別支援計画に定めた標準的な支援時間で算定することを
基本とすることなど一定の配慮が設けられています。
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留意点➀ 標準的な支援時間に応じた報酬算定

原則として送迎に要する時間は含みません。

※個別支援計画に位置付けられた標準的な支援時間と、
実際のサービス提供時間が合致しない状況が続く場合は、
個別支援計画の見直しを検討してください。

◆注意
個別支援計画に位置付けられた内容の支援を行うのに要する標準的な支援時間(個別支

援計画において定めた提供時間）に対応した区分で基本報酬を算定してください。
（現に支援に要した時間に対応した区分で算定するのではありません。）
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〇所要時間と標準的な支援時間について

当日の道路状況や天候、本人の心身の状況など、やむを得な
い事情により、その日の所要時間が、生活介護計画に位置付け
られた標準的な時間よりも短くなった場合には、生活介護計画
に位置付けられた標準的な時間に基づき算定して差し支えない。

（留意事項通知 第二の２(6)②（一）ア）

※留意事項通知：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当
障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
（平成18年10月31日障発第1031001号）



◎令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.１(令和6年3月29日)

（基本報酬）
問29 生活介護計画における標準的なサービス提供時間については、送迎や

障害特性等による配慮事項に該当する者の場合、どのように記載する
のか。

（答）
標準的なサービス提供時間については、送迎や障害特性等による配慮事項に

該当する者の場合、例えば、以下のように、合計のサービス提供時間とその
内訳がわかるように記載すること。

（イメージ）
・サービス提供時間 ４時間
・送迎に係る配慮 １時間
・障害特性に係る配慮 30分
・送迎時の移乗等 30分

合計のサービス提供時間 ６時間

必ず個別支援計画に、標準的なサービス提供時間を位置づけてください
52



53

〇送迎に係る配慮について

送迎に要する時間が往復３時間以上となる場合は、１時間を生活介護計画に位置付ける
標準的な時間として加えることができる。

なお、ここでの片道とは送迎車両等が事業所を出発してから戻ってくるまでに要した時
間のことであり、往復は往路（片道）と復路（片道）の送迎に要する時間の合計である。

（留意事項通知 第二の２(6)②（一）イ）

〇送迎時の移乗等について

送迎時に実施した居宅内での介助等（着替え、ベッド・車いすへの移乗、戸締り等）に
要する時間は、生活介護計画に位置付けた上で、１日１時間以内を限度として、生活介護
計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる。

（留意事項通知 第二の２(6)②（一）エ）

※留意事項通知：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉
サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年10月31日障発第1031001号）



54

〇障害特性に係る配慮について

医療的ケアスコアに該当する者、重症心身障害者、行動関連項目の合計点数が
10点以上である者、盲ろう者等であって、障害特性等に起因するやむを得ない理
由により、利用時間が短時間（サービス提供時間が６時間未満）にならざるを得
ない利用者については、日々のサービスの利用前の受け入れのための準備やサー
ビス利用後における翌日の受け入れのための申し送り事項の整理、主治医への伝
達事項の整理などに⾧時間を要すると見込まれることから、これらに実際に要し
た時間を、１日２時間以内を限度として生活介護計画に位置付ける標準的な時間
として加えることができる。

なお、やむを得ない理由については、利用者やその家族の意向等が十分勘案さ
れたうえで、サービス担当者会議において検討され、サービス等利用計画等に位
置付けられていることが前提であること。

（留意事項通知 第二の２(6)②（一）ウ）



常勤・非常勤については、勤務時間を切り分けた上で、事業所ごとに確認すること

事業所ごとに勤務時間を切り分けた上で、それぞれの事業所において、
人員基準を満たしているか確認すること
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留意点② 同一法人の複数事業所で兼務する従業者がいる場合

事業所番号の異なる別事業所における勤務時間を切り分けた上で、
それぞれの人員基準や、人員に関する加算要件を満たしていることを確認する必要がある。

《注意事例》

常勤が４週に勤務すべき時間数が160時間である生活介護事業所のサービス管理責任者が
同一法人の共同生活援助事業所における世話人（生活支援員）を兼務しており、
生活介護事業所の営業時間中に、共同生活援助事業所で40時間勤務したことにより、
結果的に、生活介護事業所で、サービス管理責任者として120時間の勤務になった場合

⇒生活介護事業所において、非常勤のサービス管理責任者となる
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加算算定にあたっては、次の3要件を満たすことがわかる記録が必要です。

①管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること
・栄養士が献立を確認したことがわかる記録を保管してください。
（従業者の管理栄養士による確認でも外部委託による確認でもどちらでも可。）
②食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること
・摂食量の記録は、提供した日については必ず記録すること。
・摂食量の記録は、例えば「完食」、「全体の1/2」、「全体の〇割」などのよ
うに記載すること。

③利用者ごとのBMIをおおむね6月に1回記録していること
・原則としてBMIを確認し、記録し、保管してください。
（利用者自身の意向でBMI等を知られたくない場合については、利用者に意向確
認を行い、その旨を記録し、保管してください。）

留意点③ 食事提供体制加算について
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調理員以外の従業者（サービス管理責任者・生活支援員等）が食事提供を行う場合、

調理に携わる時間をサービス管理責任者・生活支援員等の勤務時間と切り分けなければならない。

⇒調理に携わる時間は、調理員としての勤務時間となることから、

サービス管理責任者・生活支援員等の勤務時間に含められない。

※サービス管理責任者・生活支援員等としては非常勤扱いとなり、基準配置への影響に注意。

※常勤要件のある職種の職員が食事提供を行う場合、人員に関する減算が適用となることや、

加算を算定できなくなることがあるので、十分ご確認ください。

例①：生活支援員と調理員を兼務している場合
→この職員は、生活支援員（非常勤）と調理員（非常勤）の兼務という扱いになる。

例②：調理員が休暇のため不在の日に、生活支援員（常勤）が代わりに食事提供を行った場合
→この職員は、この月において、生活支援員（非常勤）という扱いになる。
（食事提供を行ったことにより、常勤の勤務すべき時間数を満たせなくなったため。）

・調理員として勤務した時間と調理員以外の従業者として勤務した時間を切り分けて管理し、
基準配置及び加算要件を満たせるよう、職員配置を行うこと。

・調理員の代替配置について注意すること。

◇調理員以外の従業者が食事提供を行う場合の注意点



◆同じ機材を使用していますと消耗していき、機器の故障もあり得ます。
設備等の安全点検を定期的に行ってください。
特に、入浴設備については、介助前に、風呂やシャワーの温度を
従業者の手でも確認するなど、安全点検を十分行ってください。

◆必要に応じて、機器の修繕や設備の更新に努めてください。

◆出入口等における暗証番号を定期的に変更するなど、
施設全体での安全管理体制の再確認・強化をお願いします。
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留意点④ 設備等の安全点検及び安全管理体制の再確認について

参考 ・豊中市ホームページ
「障害福祉サービス事業所における利用者等の安全の確保について」 ページ番号：316276275

・【令和7年10月16日付け】厚生労働省・こども家庭庁事務連絡
「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について（通知）」

・「地域に開かれた社会福祉施設等の防犯・安全確保に関するハンドブック」
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この動画は以上になります。
ご視聴ありがとうございました。


